
退職組合員の加入退職組合員の加入退職組合員の加入退職組合員の加入に関する取に関する取に関する取に関する取扱規程扱規程扱規程扱規程    

                                                                                    

    富山県学校生活協同組合富山県学校生活協同組合富山県学校生活協同組合富山県学校生活協同組合    

    

    

（目的）（目的）（目的）（目的）    

第１条第１条第１条第１条        富山県学校生活協同組合定款第６条第２項に基づき、富山県学校生活協同組合定款第６条第２項に基づき、富山県学校生活協同組合定款第６条第２項に基づき、富山県学校生活協同組合定款第６条第２項に基づき、退職者の退職者の退職者の退職者の富山県学富山県学富山県学富山県学

校生活協同組合（以下、学校生協校生活協同組合（以下、学校生協校生活協同組合（以下、学校生協校生活協同組合（以下、学校生協という）への加入に関して、このという）への加入に関して、このという）への加入に関して、このという）への加入に関して、この規程を規程を規程を規程を

定める定める定める定める。。。。    

    

（加入の（加入の（加入の（加入の申申申申込み）込み）込み）込み）    

第２条第２条第２条第２条    富山県学校生活協同組合定款第６条第２項に該当する組合員は、定款第８富山県学校生活協同組合定款第６条第２項に該当する組合員は、定款第８富山県学校生活協同組合定款第６条第２項に該当する組合員は、定款第８富山県学校生活協同組合定款第６条第２項に該当する組合員は、定款第８

条に条に条に条に基づき基づき基づき基づき、「加入承認申請書」を、「加入承認申請書」を、「加入承認申請書」を、「加入承認申請書」を学校生協に学校生協に学校生協に学校生協に提出しなければならない。提出しなければならない。提出しなければならない。提出しなければならない。    

２．２．２．２．    加入の申加入の申加入の申加入の申込み期限は、退職したときより３ヶ月以内とする。これを経過した込み期限は、退職したときより３ヶ月以内とする。これを経過した込み期限は、退職したときより３ヶ月以内とする。これを経過した込み期限は、退職したときより３ヶ月以内とする。これを経過した

場合は、脱退とみなす。場合は、脱退とみなす。場合は、脱退とみなす。場合は、脱退とみなす。    

    

（承認）（承認）（承認）（承認）    

第３条第３条第３条第３条    前前前前条の加入の申込みについては、理事会の承認を得るものとする。条の加入の申込みについては、理事会の承認を得るものとする。条の加入の申込みについては、理事会の承認を得るものとする。条の加入の申込みについては、理事会の承認を得るものとする。    

２．２．２．２．    理事会は、加入申込み理事会は、加入申込み理事会は、加入申込み理事会は、加入申込みを拒んではならない。但し、拒むことについての正当を拒んではならない。但し、拒むことについての正当を拒んではならない。但し、拒むことについての正当を拒んではならない。但し、拒むことについての正当

な理由があると認められた場合は、この限りではない。な理由があると認められた場合は、この限りではない。な理由があると認められた場合は、この限りではない。な理由があると認められた場合は、この限りではない。    

    

（（（（組合員資格の喪失）組合員資格の喪失）組合員資格の喪失）組合員資格の喪失）    

第４条第４条第４条第４条    退職組合員が、次の各号に該当する場合は、組合員資格を喪失したものとし退職組合員が、次の各号に該当する場合は、組合員資格を喪失したものとし退職組合員が、次の各号に該当する場合は、組合員資格を喪失したものとし退職組合員が、次の各号に該当する場合は、組合員資格を喪失したものとし

て取り扱う。て取り扱う。て取り扱う。て取り扱う。    

１．１．１．１．    定款第９条に定める届出の義務を履行しないとき定款第９条に定める届出の義務を履行しないとき定款第９条に定める届出の義務を履行しないとき定款第９条に定める届出の義務を履行しないとき    

２．２．２．２．    定款第１０条及び第１１条に規定する脱退に該当するとき定款第１０条及び第１１条に規定する脱退に該当するとき定款第１０条及び第１１条に規定する脱退に該当するとき定款第１０条及び第１１条に規定する脱退に該当するとき    

３．３．３．３．    定款第１２条に規定する除名に該当するとき定款第１２条に規定する除名に該当するとき定款第１２条に規定する除名に該当するとき定款第１２条に規定する除名に該当するとき    

    

（出資金の払い戻し請求権の時効）（出資金の払い戻し請求権の時効）（出資金の払い戻し請求権の時効）（出資金の払い戻し請求権の時効）    

第５条第５条第５条第５条        本規程第４本規程第４本規程第４本規程第４条に定める組合員資格喪失による出資金の請求権は、生協法第条に定める組合員資格喪失による出資金の請求権は、生協法第条に定める組合員資格喪失による出資金の請求権は、生協法第条に定める組合員資格喪失による出資金の請求権は、生協法第

２３条により、組合員資格喪失のときから２年間とし、これを経過した場２３条により、組合員資格喪失のときから２年間とし、これを経過した場２３条により、組合員資格喪失のときから２年間とし、これを経過した場２３条により、組合員資格喪失のときから２年間とし、これを経過した場

合の出資金の払い戻し請求権は消滅する。合の出資金の払い戻し請求権は消滅する。合の出資金の払い戻し請求権は消滅する。合の出資金の払い戻し請求権は消滅する。    

    

    

    



（（（（出資金払い戻しの停止）出資金払い戻しの停止）出資金払い戻しの停止）出資金払い戻しの停止）    

    第６条第６条第６条第６条        生協法第２４条及び定款第１３条第２項により、本規程生協法第２４条及び定款第１３条第２項により、本規程生協法第２４条及び定款第１３条第２項により、本規程生協法第２４条及び定款第１３条第２項により、本規程第４第４第４第４条に該当する条に該当する条に該当する条に該当する

組合員は、学校生協に対する債務を完遂するまでは、出資金の払い戻しを組合員は、学校生協に対する債務を完遂するまでは、出資金の払い戻しを組合員は、学校生協に対する債務を完遂するまでは、出資金の払い戻しを組合員は、学校生協に対する債務を完遂するまでは、出資金の払い戻しを

停止することができる。停止することができる。停止することができる。停止することができる。    

    

（その他）（その他）（その他）（その他）    

第７条第７条第７条第７条        この規程に定めのない事項については、別途に定めるこの規程に定めのない事項については、別途に定めるこの規程に定めのない事項については、別途に定めるこの規程に定めのない事項については、別途に定める「「「「退職組合員退職組合員退職組合員退職組合員に関すに関すに関すに関す

る取る取る取る取扱要綱扱要綱扱要綱扱要綱」」」」によるものとする。によるものとする。によるものとする。によるものとする。    

    

（改廃）（改廃）（改廃）（改廃）    

第８条第８条第８条第８条        この規程の改廃は、理事会にて行う。この規程の改廃は、理事会にて行う。この規程の改廃は、理事会にて行う。この規程の改廃は、理事会にて行う。    

    

    

    

附則附則附則附則    

                    この規程は、この規程は、この規程は、この規程は、平成２５平成２５平成２５平成２５年年年年１２１２１２１２月月月月        日より施行する。日より施行する。日より施行する。日より施行する。    

    

    

    


